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提案理由 

 児童扶養手当法の改正に伴い改正しようとする。 

 

 



   高山市福祉医療費助成金条例の一部を改正する条例 

 高山市福祉医療費助成金条例（昭和５６年高山市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「老人」、「子ども」、

「重度等の障がい者」及び「母子家庭等の父

母及び児童」（以下「福祉医療費助成対象者」

という。）とは、次の各号に定めるところに

よる。 

第２条 この条例において「老人」、「子ども」、

「重度等の障がい者」及び「母子家庭等の父

母及び児童」（以下「福祉医療費助成対象者」

という。）とは、次の各号に定めるところに

よる。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 母子家庭等の父母及び児童 前号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第

６条第６項に規定する配偶者のない者で現

に児童を扶養しているもののうち１９歳未

満の規則で定める児童（以下「１９歳未満

の児童」という。）を現に扶養している者

及び当該１９歳未満の児童並びに同法附則

第３条第１項に規定する父母のない児童の

うち１９歳未満の者で、次に掲げる要件の

いずれかに該当するものをいう。 

⑷ 母子家庭等の父母及び児童 前号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第

６条第６項に規定する配偶者のない者で現

に児童を扶養しているもののうち１９歳未

満の規則で定める児童（以下「１９歳未満

の児童」という。）を現に扶養している者

及び当該１９歳未満の児童並びに同法附則

第３条第１項に規定する父母のない児童の

うち１９歳未満の者で、次に掲げる要件の

いずれかに該当するものをいう。 

ア １９歳未満の児童を扶養している父母

又は養育者（父母がない場合又は父母が

扶養しない場合において、１９歳未満の

児童と同居してこれを監護し、かつ、そ

の生計を維持する者をいう。以下この号

において同じ。）の前年の所得（１月か

ら９月までの間に受ける医療費の助成に

ついては、前々年の所得とする。以下こ

の号において同じ。）が児童扶養手当法

施行令(昭和３６年政令第４０５号。以下

「施行令」という。)第２条の４第２項に

定める額（児童扶養手当法(昭和３６年法

ア １９歳未満の児童を扶養している父母

又は養育者（父母がない場合又は父母が

扶養しない場合において、１９歳未満の

児童と同居してこれを監護し、かつ、そ

の生計を維持する者をいう。以下この号

において同じ。）の前年の所得（１月か

ら１０月までの間に受ける医療費の助成

については、前々年の所得とする。以下

この号において同じ。）が児童扶養手当

法施行令(昭和３６年政令第４０５号。以

下「施行令」という。)第２条の４第２項

に定める額（児童扶養手当法(昭和３６年



律第２３８号)第９条に規定する児童の

養育者にあっては、施行令第２条の４第

７項に定める額）未満であり、かつ、１

９歳未満の児童を扶養している父母又は

養育者の配偶者及び扶養義務者（当該父

母と生計を同じくする者又は当該養育者

の生計を維持する者に限る。）の前年の

所得が施行令第２条の４第８項に定める

額未満であるとき。 

法律第２３８号)第９条に規定する児童

の養育者にあっては、施行令第２条の４

第７項に定める額）未満であり、かつ、

１９歳未満の児童を扶養している父母又

は養育者の配偶者及び扶養義務者（当該

父母と生計を同じくする者又は当該養育

者の生計を維持する者に限る。）の前年

の所得が施行令第２条の４第８項に定め

る額未満であるとき。 

  イ （略）   イ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 


